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○ 本手引きについて 

本手引きは、総合特別区域計画に係る認定申請について、必要な準備や手続につい

て解説するものです。今後、制度を運用していく中で、総合特別区域基本方針の改定

等と併せて改定することがあります。 

なお、本手引きで不明な点については、内閣官房地域活性化統合事務局までお問い

合わせください。 

 

【お問い合わせ先】           

内閣官房地域活性化統合事務局 

内閣府地域活性化推進室 

E-mail : sogotoc@cas.go.jp 

℡：03-5510-2159 
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１．認定申請の主体 

 

 認定申請を行うことができる者は、法及び基本方針の規定に基づき、当該総合特区計画に基づく事業

を実施する場所をその区域に含む指定地方公共団体（総合特別区域の指定を受けた地方公共団体）に限

られています。 

  

注）認定申請を行おうとする事業が、複数の指定地方公共団体のうち一部のものにしか関係がない場合などには、認定申

請の主体は、当該事業に関係する指定地方公共団体のみを認定申請の主体としても構いません。 

 

２．認定申請の手続（必要な提出書類及び記載事項） 

 

 総合特区計画の認定申請に当たっては、以下の書類の提出が必要となります。それぞれ、次頁以降の

別添及び別添に含まれる別紙を参照して作成してください。 

 なお、別添様式名（例：「別添１－１」、「別添２－３」など）は、事務処理上必要となるため、変更せ

ず、そのままご活用ください。 

① 総合特別区域計画認定申請書（施行規則別記様式第１の４又は第５の４） 

総合特別区域計画（施行規則別記様式第１の４又は第５の４） 

【別添１（別紙１－１～１－９含む。）又は別添２（別紙２－１～２－８含む。）参照】 

② 総合特別区域計画認定申請書に係る以下の添付書類 

ⅰ）特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類（施行規則

第 11 条第 1 号又は施行規則第 29 条第 1 号）【別添３参照】 

ⅱ）関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要（施行規則第 11 条第 2 号又は施行規則第 29

条第 2 号）【別添４参照】 

ⅲ）特定総合特区事業を実施しようとする者からの提案を踏まえた認定申請である場合は、そ

の提案（施行規則第 11 条第 3 号又は施行規則第 29 条第 3 号）【別添５参照】 

ⅳ）地域協議会における協議の概要（施行規則第 11 条第 4 号又は施行規則第 29 条第 4 号） 

【別添６参照】 

ⅴ）特定総合特区事業の実施に関し、個別に必要となる書類等【各論編参照】 

 

（参考資料） 

    ⅰ）総合特区推進方針 
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別添１ 国際戦略総合特区計画の認定申請書作成イメージ 

※ 本イメージは申請書の構成の一例であり、法令及び基本方針に合致しており、本イメージと概ね同一の内容が含まれ

ていれば、必ずしも本構成と同一の構成とする必要はありません。 

 

別記様式第１の４（第11条関係） 

 

国際戦略総合特別区域計画認定申請書 

 

年  月  日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

指定地方公共団体の長の氏名       印  

注 氏名の記載を自署で行う場合には、 

押印を省略することができます。 

 

総合特別区域法第12条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、国際戦略総合特別

区域計画について認定を申請します。 

 

 

注１） 対象に訓令又は通達に係る規制の特例措置を含まない場合は、「及び同法附則第３条に規定する措置」の文字

を削除して申請してください。 

 

注２） 対象が訓令又は通達に係る規制の特例措置のみの場合は、「第 12 条第 1 項の規定及び同法」の文字を削除して

申請してください。 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番としてください。 
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国際戦略総合特別区域計画 

 

作成主体の名称：○○市、（（株）○○○、ＮＰＯ法人○○） 

注）民間事業者と一体となって作成する計画の場合は、連名としても構いません。（必ずしも連名とする必要はあ

りません。） 

 

１ 国際戦略総合特別区域の名称 

○○○○○○○○○○○○特区 

注）計画の内容を簡潔かつ端的に表現する名称を任意に設定して構いません。 

 

２ 国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

① 総合特区の目指す目標 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

解説：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（必要に応じ記載） 

② 評価指標及び数値目標 

評価指標(1)：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

数値目標(1)：○○（Ｈ○○年○月現在）→○○（Ｈ○○年） 

評価指標(2)：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

数値目標(2)：○○（Ｈ○○年○月現在）→○○（Ｈ○○年） 

注）「総合特区の目指す目標」及び「評価指標及び数値目標」は、原則として、総合特区指定申請書に記載した内

容を転記してください。 

 

３ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜総合特区により実現を図る目標の概要＞＞のため、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支

援措置等を活用しながら、＜＜解決策の概要＞＞に係る取組を行っていく。 

 
注）「総合特区により実現を図る目標の概要」及び「解決策の概要」は、当該総合特区に係る国際競争力強化方針

をもとに記載してください。 

 

①＜＜特定国際戦略事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）、別紙１－１） 

②＜＜特定国際戦略事業名＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制、別紙１－２、又は国際戦

略総合特区事業環境整備税制、別紙１－３） 

③＜＜特定国際戦略事業名＞＞（国際戦略総合特区支援利子補給金、別紙１－５） 

 ④＜＜特定国際戦略事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）、別紙１－１）（＜＜支援措置の名

称＞＞、別紙１－４） 

 ・・・・・・ 

 

注１）それぞれ、事業ごとに、その区分（規制の特例措置等）に対応した別紙を作成してください。（国と協議が

調った事業のみを対象としてください。） 
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注２）事業ごとに、規制の特例措置，税制上の支援措置，国際戦略総合特区利子補給金、総合特区施設整備促進事

業、補助金等交付財産の転用手続きの特例の区分を記入する。規制の特例措置の場合、併せて基本方針別表

の該当する特定国際戦略事業の名称も記載してください。 

注３）特定国際戦略事業名は、指定申請書別添１０における事業名を原則としてください。但し、その名称では事

業が特定されない場合には、括弧を付与するなどにより詳細の事業名としてください。 

注４）規制の特例措置等と財政上の支援措置を活用する事業は、特定国際戦略事業となるため、財政上の支援措置

も含めてこちらへ記載してください。 

  

４ その他国際戦略総合特区における産業の国際競争力の強化のために必要な事項 

ⅰ）一般国際戦略事業について 

  総合特区の目指す目標を達成するため、特定国際戦略総合特区事業とも連携しながら、以下の取組

を行っていく。 

①＜＜一般国際戦略事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞、別紙１－４） 

②＜＜一般国際戦略事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞、別紙１－４）（金融上の支援措置（＜

＜金融上の支援措置の名称＞＞）、別紙１－８） 

      ・・・・・・ 

 

注１）事業ごとに、その区分（財政上の支援措置等）に対応した別紙を作成してください。（国と協議が調った 

事業のみを記載してください（その際、指定申請書に記載した事業のうち、当該該当する事業を記載して 

ください。また、取組の進捗に伴い追加しても構いません。）。） 

注２） 財政上の支援措置の対象となる事業については、国の支援措置の名称を記載してください。財政上の支援  

措置（総合特区推進調整費を含む。）を活用しようとする場合であって、当該事業が特定国際戦略事業で

ない場合には、本欄に記載することが必要です。（国と協議が調った事業に限ります。） 

注３）金融上の支援措置の対象となる事業については、国の金融上の支援措置の名称も合わせて記載してくださ 

い。（国と協議が調った事業に限ります。） 

注４）金融上の支援措置のうち、国際戦略総合特区支援利子補給金又は総合特区施設整備促進事業の対象となる 

場合は、本欄ではなく、「３ 特定国際戦略事業の名称」に記載してください。 

 

ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙１－９） 

注）指定申請書に掲げている「地域において講ずる措置」を基に別紙１－９に記載してください。 

 

イ）国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置 

注１）地方公共団体等が行った提案のうち、国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなったものに

ついて記載してください。 

注２）その他、認定申請を行う指定地方公共団体において必要と思われる事項を記入してください。 
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別紙１－１ ＜規制の特例措置（●●事業）＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注１）本別紙は、計画本文に列挙した規制の特例措置を活用する特定国際戦略事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載して

ください。（例：規制の特例措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

注２）規制の特例措置と合わせ、財政上の支援措置の対象となるものについては、別紙１－１に加え、別紙１－４

も作成してください。 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜特定国際戦略事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）） 

注１）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

注２）財政上の支援措置については、別紙１－４に記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○（株） ○○市○○町○丁目○－○ 

特定非営利活動法人○○ ○○市○○町○丁目○－○ 

特区内において○○を業とする株式会社 

特区内において○○を行う特定非営利活動法人 

特区内における○○法に基づく○○    等 

注１）特例措置の適用を受けられる者の範囲（当該者の属性、規模、所在地等）を記載してください。 

注２）「特区内において○○を業とする株式会社」のように、特定の実施主体を特定せず、包括的に記載すること

も可能です。（ただし、規制の特例措置の適用が受けられる者の特定が求められている規制については、特

定することが必要となります。） 

注３）「○○（株）」のように、実施主体を特定している場合には、実施主体の追加は計画の変更に該当します。 

注４）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。  

 

３ 特定国際戦略事業の内容 

① 事業概要 

○○○ 

② 事業に関与する主体 

○○○ 

③ 事業が行われる区域 

○○○ 

④ 事業の実施期間 

○○○ 

⑤ 事業により実現される行為や整備される施設等の詳細 

○○○ 

⑥ その他 

○○○ 

注１） 規制の特例措置の適用を受けて実施される事業の具体的な内容として、事業に関与する主体、事業が行われ

る区域、事業の実施期間、事業により実現される行為や整備される施設等の詳細、その他の事業内容を明ら

かにするために必要な内容を記述してください。 
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注２） 財政上の支援措置の対象となる場合、「⑥その他」に、その旨を記載してください。 

（例：規制の特例措置（●●事業）に加え、＜＜支援措置の名称＞＞を活用することを予定。） 

注３） 個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、各論編を参照してくださ

い。 

 

４ 当該特別の措置の内容 

○○○○○○ 

注１）「当該地方公共団体が規制の特例措置の必要性や要件適合性を認めた根拠」、「基本方針別表１の「特例措

置の内容」で定められている特区計画認定後に求められる通知等の手続の実施方法」や「「同意の要件」で

求められている弊害の防止措置の内容」等、規制の特例措置を適用するために必要な内容を記述してくださ

い。 

注２）個別の規制の特例措置を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域を設定する

場合には、本欄に記載の上、これを表示した図を添付してください。（指定申請書の手引き、別添４及び５

等を参照）（例：○○○に係る特例措置：○市の区域のうち、・・・区域） 

注３）特例措置の内容への適合の判断は地方公共団体が行うこととなるので、個別規制毎に、適合性の判断の根拠

を記述する必要があります。単に、基本方針別表１や規制の特例措置を定める法律等の規定内容を転記する

だけでは不十分となりますので御留意ください。 

注４）個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、各論編を参照してくださ

い。 
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別紙１－２ ＜国際戦略総合特区設備等投資促進税制＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注１） 本別紙は、国際戦略総合特区設備等投資促進税制を活用する特定国際戦略事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載して

ください。（例：当該税制に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

注２） なお、同一事業年度においては、本税制の特別償却、投資税額控除、別紙１－３「国際戦略総合特区事業環境 

整備税制」間での選択適用であることにご注意ください。 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

  ＜＜特定国際戦略事業名＞＞（国際戦略総合特区設備等投資促進税制） 

注）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

  ○○（株） 

特区内において○○事業を実施する○○事業者 等  

注１） 適用される個別の法人については、別途法第 26 条に基づく指定が行われる必要があります。 

注２） 「特区内において○○事業を実施する○○事業者」のように、特定の実施主体を特定せず、包括的に記載する

ことも可能です。 

注３） 「○○（株）」のように、実施主体を特定している場合には、実施主体の追加は計画の変更に該当します。 

注４）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則に合致していることが明らかなよう、できるだけ具体的に記載してください。 

b) 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

  第○項第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則の該当条項を抜粋してください 

c) 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

○○○○○○○○○○○○ 

注）当該特定国際戦略事業が、当該総合特区における目標達成のために相当程度寄与することが明らかである根拠を

記載してください。 
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d) 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

 ○○○○○○○○○○○○ （又は 別添の通り。） 

注）図面等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

e) 当該特定国際戦略事業を実施すると見込まれる者 

 上記「２ 当該特別の措置を受けようとする者」と同じ。 

f) 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

 ○市○町○丁目に所在する事業所内 （又は 別添図の通り。） 

注１）地図等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

注２）特定国際戦略事業の実施が予定される区域を記載してください。 

g) 当該特定国際戦略事業の実施時期 

 平成○年○月から事業実施予定 

注１）対象となる設備等の取得予定時期が決定していれば、括弧書きで記載してください。 

注２）対象となる設備等が複数ある場合等においては、別紙で添付頂いても結構です。 
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別紙１－３ ＜国際戦略総合特区事業環境整備税制＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注１）本別紙は、国際戦略総合特区事業環境整備税制を活用する特定国際戦略事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載して

ください。（例：当該税制に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

注２）なお、同一事業年度においては、別紙１－２「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」との選択適用であるこ

とにご注意ください。 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

 ＜＜特定国際戦略事業名＞＞（国際戦略総合特区事業環境整備税制） 

注１）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

 （株）○○ 

 特区内において○○事業を実施する者 等 

注１） 適用される個別の法人については、別途法第 27 条に基づく指定が行われる必要があります。 

注２） 「特区内において○○事業を実施する者」のように、実施主体を特定せずに記載することも可能です。 

注３） 「○○(株)」のように、実施主体を特定している場合には、実施主体の追加は計画の変更に該当します。 

注４） 上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付して

ください。 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

a） 当該特定国際戦略事業において指定法人が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内容 

○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則に合致していることが明らかなよう、できるだけ具体的に記載してください。 

b） 施行規則第１条のうち、当該特定国際戦略事業が該当する項及び号 

第○項第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則の該当条項を抜粋してください。 

c） 当該特定国際戦略事業について、当該国際戦略総合特区に係る産業の国際競争力の強化に関する 

目標を達成するための位置付け及び必要性 

○○○○○○○○○○○○ 

注）当該特定国際戦略事業が、当該総合特区における目標達成のために相当程度寄与することが明らかである根拠を

記載してください。 

d） 当該特定国際戦略事業により設置しようとする設備等の概要 

○○○○○○○○○○○○ （又は 別添の通り。） 

注）法第 27 条第 1 項第 2 号に規定する法人が当該事業を行う場合について、当該規定による施設又は設備の新設・増
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設の状況がわかるように記載してください。 

 

e） 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

○市○町○丁目付近  （又は 別添図の通り。） 

注１）地図等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

注２）法第３条の基本理念に基づき、当該特定国際戦略事業に係る規制の特例措置等の集中的な実施が想定され、か

つ、法第２条第２項第２号イの事業が早期に実施されることが見込まれる区域であるものを記載するものとし

ます。 

注３）特定国際戦略事業の実施が予定される区域を記載してください。 

f） 当該特定国際戦略事業の実施時期 

平成○年○月から事業実施予定 

g） 当該特定国際戦略事業を行う法人の経済的負担を軽減するため、地方公共団体が講ずる措置の内容 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

h） 当該特定国際戦略事業において適用を受けようとする規制の特例措置又は全国展開特例措置（施行

規則第２条第２項の全国展開特例措置をいう。）の内容 

 ※規制の特例措置を活用する場合： 

 ＜＜特定国際戦略事業名＞＞（●●事業） 

 ※全国展開特例措置を活用する場合： 

 ＜＜全国展開特例措置の名称＞＞（●●事業） 

注）全国展開特例措置の名称及び事業名については、基本方針において新たに作成する別表３に基づき記載してくだ

さい。 
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別紙１－４ ＜＜支援措置の名称＞＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、国の財政上の支援措置を活用する特定国際戦略事業、一般国際戦略事業ごとに作成してください。（国

と協議が調った事業のみを記載してください。） 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載してく

ださい。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定国際戦略／一般国際戦略事業の名称 

＜＜特定国際戦略／一般国際戦略事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞） 

注１）規制の特例措置等と併せて実施する事業の場合、特定国際戦略事業とします。 

注２）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」又は「４ⅰ） 一般国際戦略事業について」と同一の名称

を記載してください。 

注３）支援措置の名称は、指定申請書別添１１の「国の制度名」を記載してください。国との協議の結果、別の制

度で支援することとなった場合には、当該制度名を記載してください。（新規制度の場合には、新規制度の

名称を記載してください。） 

 

２ 特定国際戦略／一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要  

○○○ 

注１） 特定国際戦略又は一般国際戦略事業の概要を記載してください。 

注２） 規制の特例措置と関係する取組の場合には、規制の特例措置と併せて行うことによる効果も記載してください。

（例：規制の特例措置である●●事業と併せて行うことにより、○○が促進され、○○に資するものである。） 

② 支援措置の内容 

   ○○○ 
注）指定申請書別添 11 の「事業内容」等をもとに、支援対象となる取組の具体的内容を記載してください。 

③ 事業実施主体 

○○○ 

注）指定申請書別添 11 の「実施主体」をもとに記載してください。 

 ④ 事業が行われる区域 

   ○○○ 

⑤ 事業の実施期間 

   平成○年度～平成○年度 

 ⑥ その他 

   ○○○ 

注）特定国際戦略事業の場合、個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、各

論編を参照してください。 

  



総合特区計画認定申請の手引き 

  12  

別紙１－５ ＜国際戦略総合特区支援利子補給金＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注１）本別紙は、総合特区支援利子補給金を活用する特定国際戦略事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載し

てください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

注２）別途公表している総合特区支援利子補給金関係手続の手引きも参照してください。 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜特定国際戦略事業名＞＞（国際戦略総合特区支援利子補給金） 

注）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社○○銀行 

○○銀行株式会社 

○○信用金庫 

注１）適用される個別の金融機関については、別途法第 28 条に基づく指定が行われる必要があります。 

注２）金融機関の記載については、施行規則第 4 条に定める金融機関に該当し、かつ当該総合特区に係る地域協議

会の構成員である金融機関の名称を個別に記載する必要があります。また、最新の地域協議会構成員一覧を

添付してください。（「地域協議会の概要」に記載された構成員の内容が、最新の構成員一覧を示す場合に

は、これをもって代えることができます。） 

注３）国際戦略総合特区利子補給金においては、金融機関名を記載することで、当該特別の措置を受けようとする

者を特定することが可能であるため、別添３の提出は必要ありません。ただし、その特定が難しいと見込ま

れる場合には別添３の②を提出してください。 

注４）金融機関の追加又は削除を行う場合は、計画の変更を行う必要があります。（金融機関の名称変更や合併が

行われた場合は、計画の変更は必要ありません。） 

注５）国際戦略総合特区利子補給金を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域を設

定する場合には、これを表示した図を添付してください（指定申請書手引き、別添４及び５等を参照）。 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定国際戦略事業（国際戦略総合特区支援貸付事業）の内容 

○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則第 3 条に規定する事業に合致し、かつ、当該総合特区の政策課題及び解決策とも整合していることが

明らかになるよう、できるだけ具体的に記載してください。また、ｂ）で複数の該当事業種別を記載する場合

は、ａ）とｂ）の関係がわかるように記載してください。なお、個別の事業が特定できるまでの記載をする必

要はありません。 

ｂ） 施行規則第3条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１に掲げる

対象事業項目） 

第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

注１）施行規則第 3 条の該当する号を抜粋してください。なお、総合特区支援利子補給金交付要綱別表第１の具体

的な事業例も参照してください。 

注２）複数の号を記載することも可能ですが、上記ａ）の注）に留意してください。 
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別紙１－６ ＜総合特区施設整備促進事業＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う総合特区施設整備促進業務を活用する特定国際戦略事業

ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載して

ください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜特定国際戦略事業名＞＞（総合特区施設整備促進事業） 

注）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○市 

注１）本特例を活用しようとする認定地方公共団体（市町村に限る。）の名称を記入してください。 

注２）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定国際戦略事業の目的、事業内容 

①特定国際戦略事業の目的 

○○○○○○○○○○○○ 

②特定国際戦略事業の事業内容 

○○○○○○○○○○○○ 

注）それぞれ、簡潔に記載してください。 

ｂ） 当該特定国際戦略事業のおおむねの事業区域 

○市○町○丁目付近  （又は 別添図の通り。） 

注）地図等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

ｃ） 当該特定国際戦略事業の資金の貸付けを受けて施設整備を行うことが見込まれる者及び施設

整備の概要 

①施設整備を行うことが見込まれる者 

＜中小企業者が共同して行う事業（法第２条第２項５号イ）＞ 

○○○○○○○○事業協同組合 

特区内において○○を業とする株式会社 約○社 等 

＜中小企業者の事業を支援する者が行う事業（法第２条第２項５号ロ）＞ 

一般社団法人○○○○○○○○ 等 

注）どちらか該当する方を記載してください。 

②施設整備の概要 

○○○○○○○○○○○○ （又は 別添図の通り。） 

注）図面等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。また、総合特区施設整備促進事業

を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域を設定する場合には、これを表示し

た図を添付してください。（指定申請書の手引き、別添４及び５等を参照） 
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ｄ） 当該特定国際戦略事業の資金の貸付けを受けて行われる施設整備の実施時期 

平成○年○月○日から平成○年○月○日まで 
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別紙１－７ ＜補助金等交付財産の転用手続の特例＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、補助金等交付財産の転用手続の特例を活用する特定国際戦略事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載してく

ださい。（例：当該特例に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定国際戦略事業の名称 

＜＜特定国際戦略事業名＞＞（補助金等交付財産の転用手続の特例） 

注）総合特区計画の「３ 特定国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○市 

注１）当該補助金等交付財産を保有する者の名称を記入してください。 

注２）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定国際戦略事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定国際戦略事業の内容 

○○○○○○○○○○○○ 

ｂ） 補助金等交付財産を所管する府省の名称及び当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の

名称 

所管府省：○○省 

制度名：○○事業費 

補助年度：平成○○年度 

ｃ） 上記ｂ）に係る補助金等交付財産の現状 

財産名：○○ 

所在地：○○県○○市○○ 

取得年月日：平成○○年○月○日 

供用開始年月日：平成○○年○月○日 

取得価格：○○千円 

国庫負担金額：○○千円          等 

ｄ） 転用の必要性 

○○○○○○○○○○○○ 

ｅ） 転用に係る事業の実施主体 

（株）○○○○○○○○  

特区内において○○を業とする株式会社 

特区内において○○を行う特定非営利活動法人 等 

注１）「特区内において○○を業とする株式会社」のように、実施主体を特定せず、包括的に記載することも可能です。 

注２）「（株）○○」のように、特定の実施主体を特定している場合、主体の追加は計画の変更に該当します。 
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ｆ） 転用の形態（譲渡・貸与の別、有償・無償の別） 

○○ 

注）「有償譲渡」「無償譲渡」「有償貸与」「無償貸与」のいずれかを記載。 

ｇ） 転用後の施設の目的 

○○○○○○○○○○○○ 

ｈ） その他、個別具体的の事案に応じて必要となる事項 

○○○○○○○○○○○○ 

注１） それぞれ、簡潔かつ具体的に記載してください。 

注２）本別紙に基づき、補助金等所管省庁は補助金等を所管する立場から、補助金等適正化法第 22 条における承

認の基準に照らして補助金等交付財産の転用手続きの特例に係る総合特区計画の同意の判断行うこととな

ることから、必要に応じ図面や写真を添付するなど、資料により現状がわかるようにしてください。 

注３）補助金等所管省庁が補助金等交付財産の転用手続きの特例に係る総合特区計画の同意の判断を行うのに必要

な資料は補助金等交付財産によって異なるため、補助金等所管省庁より本別紙に記載する事項の他に必要な

資料を求められることがあることにご留意ください。 

注４）補助金等交付財産の転用手続きの特例を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな

区域を設定する場合には、これを表示した図を添付してください（指定申請書手引き、別添４及び５等を参

照）。 
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別紙１－８ ＜金融上の支援措置（＜＜金融上の支援措置の名称＞＞）＞【（事業番号）／

（合計事業数）】 

注）本別紙は、国の金融上の支援措置（国際戦略総合特区支援利子補給金又は総合特区施設整備促進事業を除く。）を

活用する一般国際戦略事業ごとに作成してください。（国と協議が調ったもののみを記載してください。） 

その際、当該別紙に係る一般国際戦略事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載して

ください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

 

１ 一般国際戦略事業の名称 

＜＜一般国際戦略事業名＞＞（金融上の支援措置（＜＜金融上の支援措置の名称＞＞）） 

注１）総合特区計画の「４ 一般国際戦略事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

注２）金融上の支援措置の名称は、国の制度名を記載してください。 

 

２ 一般国際戦略事業の内容 

① 事業概要  

○○○ 

注）一般国際戦略事業の概要を記載してください。 

② 支援措置の内容 

○○○ 

注）支援対象となる取組の具体的内容を記載してください。 

③ 事業実施主体 

○○○  

④ 事業が行われる区域 

○○○ 

⑤ 事業の実施期間 

 平成○年度～平成○年度 

⑥ その他 

○○○  
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別紙１－９ ＜地域において講ずる措置＞ 

注）指定申請書に掲げている「地域において講ずる措置」をもとに、記載してください。（取組の進捗に伴い、追加し

ても構いません。） 

 

 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

 

 

２．地方公共団体の権限の範囲内での規制緩和や地域の独自ルールの設定 

 

 

３．地方公共団体等における体制の強化 

 

 

４．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 
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別添２ 地域活性化総合特区計画の認定申請書作成イメージ 

※ 本イメージは申請書の構成の一例であり、法令及び基本方針に合致しており、本イメージと概ね同一の内容が含まれ

ていれば、必ずしも本構成と同一の構成とする必要はありません。 

 

別記様式第５の４（第29条関係） 

 

地域活性化総合特別区域計画認定申請書 

 

年  月  日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

指定地方公共団体の長の氏名       印  

注 氏名の記載を自署で行う場合には、 

押印を省略することができます。 

 

総合特別区域法第35条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、地域活性化総合特

別区域計画について認定を申請します。 

 

注１）対象に訓令又は通達に係る規制の特例措置を含まない場合は、「及び同法附則第３条に規定する措置」の文字を削

除して申請してください。 

 

 

注２）対象が訓令又は通達に係る規制の特例措置のみの場合は、「第35条第１項の規定及び同法」の文字を削除して申請

してください。 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番としてください。 
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地域活性化総合特別区域計画 

 

作成主体の名称：○○市、（（株）○○○、ＮＰＯ法人○○） 

注）民間事業者と一体となって作成する計画の場合は、連名としても構いません。（必ずしも連名とする必要はあ

りません。） 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

○○○○○○○○○○○○特区 

注）計画の内容を簡潔かつ端的に表現するものを任意に設定して構いません。 

 

２ 地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

① 総合特区の目指す目標 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

解説：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（必要に応じ記載） 

② 評価指標及び数値目標 

評価指標(1)：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

数値目標(1)：○○（Ｈ○○年○月現在）→○○（Ｈ○○年） 

評価指標(2)：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

数値目標(2)：○○（Ｈ○○年○月現在）→○○（Ｈ○○年） 

注）「総合特区の目指す目標」及び「評価指標及び数値目標」は、原則として、総合特区指定申請書に記載した内

容を転記してください。 

 

３ 特定地域活性化事業の名称 

  ＜＜総合特区により実現を図る目標の概要＞＞のため、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支

援措置等を活用しながら、＜＜解決策の概要＞＞に係る取組を行っていく。 

 
注）「総合特区により実現を図る目標の概要」及び「解決策の概要」は、当該総合特区に係る地域活性化方針をも

とに記載してください。 

 

①＜＜特定地域活性化事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）、別紙２－１） 

②＜＜特定地域活性化事業名＞＞（地域活性化総合特区税制、別紙２－２） 

③＜＜特定地域活性化事業名＞＞（地域活性化総合特区支援利子補給金、別紙２－４） 

 ④＜＜特定地域活性化事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）、別紙２－１）（＜＜支援措置の

名称＞＞、別紙２－７） 

 ・・・・・・ 

注１）それぞれ、事業ごとに、その区分（規制の特例措置等）に対応した別紙を作成してください。（国と協議が

調った事業のみを対象としてください。） 

注２）事業ごとに、規制の特例措置，税制上の支援措置，地域活性化総合特区利子補給金、総合特区施設整備促進

事業、補助金等交付財産の転用手続きの特例の区分を記入する。規制の特例措置の場合、併せて基本方針別

表の該当する特定地域活性化事業の名称も記載してください。 
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注３）特定地域活性化事業名は、指定申請書別添１０における事業名を原則としてください。但し、その名称では

事業が特定されない場合には、括弧を付与するなどにより詳細の事業名としてください。 

注４）規制の特例措置等と財政上の支援措置を活用する事業は、特定地域活性化事業となるため、財政上の支援措

置も含めてこちらへ記載してください。 

 

４ その他地域活性化総合特区における地域の活性化のために必要な事項 

ⅰ）一般地域活性化事業について 

  総合特区の目指す目標を達成するため、特定地域活性化総合特区事業とも連携しながら、以下の取

組を行っていく。 

① ＜＜一般地域活性化事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞、別紙２－３） 

② ＜＜一般地域活性化事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞、別紙２－３）（金融上の支援措置（＜

＜金融上の支援措置の名称＞＞）、別紙２－７） 

      ・・・・・・ 

 

注１） 事業ごとに、その区分（財政上の支援措置等）に対応した別紙を作成してください。（国と協議が調っ

た事業のみを記載してください（その際、指定申請書に記載した事業のうち、当該該当する事業を記載

してください。また、取組の進捗に伴い追加しても構いません。）。） 

注２） 財政上の支援措置となる事業については、国の支援措置の名称を記載してください。財政上の支援措置

（総合特区推進調整費を含む。）を活用しようとする場合であって、当該事業が特定地域活性化事業で

ない場合には、本欄に記載することが必要です。（国と協議が調った事業に限ります。） 

注３） 金融上の支援措置の対象となる事業については、国の金融上の支援措置の名称も合わせて記載してくだ

さい。（国と協議が調ったものに限ります。） 

注４） 金融上の支援措置のうち、地域活性化総合特区支援利子補給金又は総合特区施設整備促進事業の対象と

なる場合は、本欄ではなく、「３ 特定地域活性化事業の名称」に記載してください。 

 

ⅱ）その他必要な事項 

ア）地域において講ずる措置（別紙２－８） 

注）指定申請書に掲げている「地域において講ずる措置」を基に別紙２－８に記載して下さい。 

 

イ）国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置 

注１）地方公共団体等が行った提案のうち、国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなったものに

ついて記載してください。 

注２）その他、認定申請を行う指定地方公共団体において必要と思われる事項を記入して下さい。 
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別紙２－１ ＜規制の特例措置（●●事業）＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注１）本別紙は、計画本文に列挙した規制の特例措置を活用する特定地域活性化事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載

してください。（例：規制の特例措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

注２）規制の特例措置と合わせ、財政上の支援措置の対象となるものについては、別紙２－１に加え、別紙２－３

も作成してください。 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

＜＜特定地域活性化事業名＞＞（規制の特例措置（●●事業）） 

注１）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

注２）財政上の支援措置については、別紙２－３に記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○（株） ○○市○○町○丁目○－○ 

特定非営利活動法人○○ ○○市○○町○丁目○－○ 

特区内において○○を業とする株式会社 

特区内において○○を行う特定非営利活動法人 

特区内における○○法に基づく○○    等 

注１）特例措置の適用を受けられる者の範囲（当該者の属性、規模、所在地等）を記載してください。 

注２）「特区内において○○を業とする株式会社」のように、特定の実施主体を特定せず、包括的に記載すること

も可能です。（ただし、規制の特例措置の適用が受けられる者の特定が求められている規制については、特

定することが必要となります。） 

注３）「○○（株）」のように、実施主体を特定している場合には、実施主体の追加は計画の変更に該当します。 

注４）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定地域活性化事業の内容 

① 事業概要 

○○○ 

② 事業に関与する主体 

○○○ 

③ 事業が行われる区域 

○○○ 

④ 事業の実施期間 

○○○ 

⑤ 事業により実現される行為や整備される施設等の詳細 

○○○ 

⑥ その他 

○○○ 
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注１）規制の特例措置の適用を受けて実施される事業の具体的な内容として、事業に関与する主体、事業が行われる

区域、事業の実施期間、事業により実現される行為や整備される施設等の詳細、その他の事業内容を明らかに

するために必要な内容を記述してください。 

注２）財政上の支援措置の対象となる場合、「⑥その他」に、その旨を記載してください。 

  （例：規制の特例措置（●●事業）に加え、＜＜支援措置の名称＞＞を活用することを予定。） 

注３）個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、各論編を参照してください。 

 

４ 当該特別の措置の内容 

○○○○○○ 

注１）「当該地方公共団体が規制の特例措置の必要性や要件適合性を認めた根拠」、「基本方針別表１の「特例措

置の内容」で定められている特区計画認定後に求められる通知等の手続の実施方法」や「「同意の要件」で

求められている弊害の防止措置の内容」等、規制の特例措置を適用するために必要な内容を記述してくださ

い。 

注２）個別の規制の特例措置を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域を設定する

場合には、本欄に記載の上、これを表示した図を添付してください。（指定申請書の手引き、別添４及び５

等を参照）（例：○○○に係る特例措置：○市の区域のうち、・・・区域） 

注３）特例措置の内容への適合の判断は地方公共団体が行うこととなるので、個別規制毎に、適合性の判断の根拠

を記述する必要があります。単に、基本方針別表１や規制の特例措置を定める法律等の規定内容を転記する

だけでは不十分となりますので御留意ください。 

注４）個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、各論編を参照してくださ

い。  
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別紙２－２ ＜地域活性化総合特区税制＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、地域活性化総合特区税制を活用する特定地域活性化事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載し

てください。（例：当該税制に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

  ＜＜特定地域活性化事業名＞＞（地域活性化総合特区税制） 

注）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

a) 当該特定地域活性化事業において指定会社が開発、製造、提供等する製品、役務等の具体的な内

容 

○○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則に合致していることが明らかなよう、できるだけ具体的に記載してください。 

b) 施行規則第５条のうち、当該特定地域活性化事業が該当する項及び号 

第○項第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

注）施行規則の該当条項を抜粋してください。 

c) 当該特定地域活性化事業について、当該地域活性化総合特区に係る地域の活性化の強化に関する

目標を達成するための位置付け及び必要性 

○○○○○○○○○○○○○ 

注）当該特定地域活性化事業が、当該総合特区における目標達成のために相当程度寄与することが明らかである根拠

を記載してください。 

d) 当該特定地域活性化事業を実施すると見込まれる者 

○○（株） 

特区内において○○事業を実施する株式会社 

・・・ 

注１）適用される個別の法人については、別途法第 55 条に基づく指定が行われる必要があります。 

注２）「○○（株）」のように、実施主体を特定していれば主体の追加は計画の変更に該当します。 

注３）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付して

ください。 

e) 当該特定地域活性化事業のおおむねの事業区域 

○市○町○丁目付近 （又は 別添図の通り。） 

注）地図等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

f) 当該特定地域活性化事業の実施時期 

平成○年○月から事業実施予定  
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別紙２－３ ＜＜支援措置の名称＞＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、国の財政上の支援措置を活用する特定地域活性化事業、一般地域活性化事業ごとに作成してください。

（国と協議が調った事業のみを記載してください。） 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載し

てください。（例：当該税制に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定地域活性化／一般地域活性化事業の名称 

＜＜特定地域活性化／一般地域活性化事業名＞＞（＜＜支援措置の名称＞＞） 

注１）規制の特例措置等と併せて実施する事業の場合、特定地域活性化事業とします。 

注２）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」又は「４ⅰ) 一般地域活性化事業について」と同一の

名称を記載してください。 

注３）支援措置の名称は、指定申請書別添１１の「国の制度名」を記載してください。国との協議の結果、別の制

度で支援することとなった場合には、当該制度名を記載してください。（新規制度の場合には、新規制度の

名称を記載してください。） 

 

２ 特定地域活性化／一般地域活性化事業の内容 

① 事業概要  

○○○ 

注１） 特定地域活性化又は一般地域活性化事業の概要を記載してください。 

注２） 規制の特例措置と関係する取組の場合には、規制の特例措置と併せて行うことによる効果も記載してください。

（例：規制の特例措置である●●事業と併せて行うことにより、○○が促進され、○○に資するものである。） 

② 支援措置の内容 

   ○○○ 
注）指定申請書別添 11 の「事業内容」等をもとに、支援対象となる取組の具体的内容を記載してください。 

③ 事業実施主体 

○○○ 

注）指定申請書別添 11 の「実施主体」をもとに記載してください。 

④ 事業が行われる区域 

   ○○○ 

⑤ 事業の実施期間 

   平成○年度～平成○年度 

 ⑥ その他 

   ○○○ 

注）特定地域活性化事業の場合、個別の規制の特例措置に応じて、当該事項として特に記載すべき事項については、

各論編を参照してください。 
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別紙２－４ ＜地域活性化総合特区支援利子補給金＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

 注１）本別紙は、総合特区支援利子補給金を活用する特定地域活性化事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載

してください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 注２）別途公表している総合特区支援利子補給金関係手続の手引きも参照してください。 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

＜＜特定地域活性化事業名＞＞（地域活性化総合特区支援利子補給金） 

 注）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

株式会社○○銀行 

○○銀行株式会社 

○○信用金庫 

 注１）適用される個別の金融機関については、別途法第 28 条に基づく指定が行われる必要があります。 

 注２）金融機関の記載については、施行規則第 4 条に定める金融機関に該当し、かつ当該総合特区に係る地域協

議会の構成員である金融機関の名称を個別に記載する必要があります。また、最新の地域協議会構成員一

覧を添付してください。（「地域協議会の概要」に記載された構成員の内容が、最新の構成員一覧を示す

場合には、これをもって代えることができます。） 

 注３）地域活性化総合特区利子補給金においては、金融機関名を記載することで、当該特別の措置を受けようと 

する者を特定することが可能であるため、別添３の提出は必要ありません。ただし、その特定が難しいと

見込まれる場合には別添３の②を提出してください。 

 注４）金融機関の追加又は削除を行う場合は、計画の変更を行う必要があります。（金融機関の名称変更や合併  

が行われた場合は、計画の変更は必要ありません。） 

注５）地域活性化総合特区利子補給金を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域

を設定する場合には、これを表示した図を添付してください（指定申請書手引き、別添４及び５等を参照）。 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定地域活性化事業（地域活性化総合特区支援貸付事業）の内容 

○○○○○○○○○○○○ 

 注） 施行規則第 6 条に規定する事業に合致し、かつ、当該総合特区の政策課題及び解決策とも整合しているこ

とが明らかになるよう、できるだけ具体的に記載してください。また、ｂ）で複数の該当事業種別を記載

する場合は、ａ）とｂ）の関係がわかるように記載してください。なお、個別の事業が特定できるまでの

記載をする必要はありません。 

ｂ） 施行規則第6条に規定する該当事業種別（総合特区支援利子補給金交付要綱別表第２に掲げる

対象事業項目） 

第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

第○号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 注１）施行規則第 6 条の該当する号を抜粋してください。なお、総合特区支援利子補給金交付要綱別表第２の具

体的な事業例も参照してください。 

 注２）複数の号を記載することも可能ですが、上記ａ）の注）に留意してください。 
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別紙２－５ ＜総合特区施設整備促進事業＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う総合特区施設整備促進業務を活用する特定地域活性化

事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載

してください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

＜＜特定地域活性化事業名＞＞（総合特区施設整備促進事業） 

注）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○市 

注１）本特例を活用しようとする認定地方公共団体（市町村に限る。）の名称を記入してください。 

注２）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定地域活性化事業の目的、事業内容 

①特定地域活性化事業の目的 

○○○○○○○○○○○○ 

②特定地域活性化事業の事業内容 

○○○○○○○○○○○○ 

注）それぞれ、簡潔に記載してください。 

ｂ） 当該特定地域活性化事業のおおむねの事業区域 

○市○町○丁目付近 （又は 別添図の通り。） 

注）地図等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。 

ｃ） 当該特定地域活性化事業の資金の貸付けを受けて施設整備を行うことが見込まれる者及び施

設整備の概要 

①施設整備を行うことが見込まれる者 

＜中小企業者が共同して行う事業（法第２条第３項５号イ）＞ 

○○○○○○○○事業協同組合 

特区内において○○を業とする株式会社 約○社 等 

＜中小企業者の事業を支援する者が行う事業（法第２条第３項５号ロ）＞ 

一般社団法人○○○○○○○○ 等 

注）どちらか該当する方を記載してください。 

②施設整備の概要 

○○○○○○○○○○○○ （又は 別添図の通り。） 

注）図面等により説明する場合はその旨を本欄に記載の上、添付してください。また、総合特区施設整備促進事業

を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな区域を設定する場合には、これを表示し

た図を添付してください。（指定申請書の手引き、別添４及び５等を参照） 
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ｄ） 当該特定地域活性化事業の資金の貸付けを受けて行われる施設整備の実施時期 

平成○年○月○日から平成○年○月○日まで  
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別紙２－６ ＜補助金等交付財産の転用手続の特例＞【（事業番号）／（合計事業数）】 

注）本別紙は、補助金等交付財産の転用手続の特例を活用する特定地域活性化事業ごとに作成してください。 

その際、当該別紙に係る特定地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載し

てください。（例：当該特例に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

１ 特定地域活性化事業の名称 

＜＜特定地域活性化事業名＞＞（補助金等交付財産の転用手続の特例） 

注）総合特区計画の「３ 特定地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

 

２ 当該特別の措置を受けようとする者 

○○市 

注１）当該補助金等交付財産を保有する者の名称を記入してください。 

注２）上記で記載した者に関し、別添３により「特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況」を作成し、添付し

てください。 

 

３ 特定地域活性化事業の内容及び特別の措置の内容 

ａ） 特定地域活性化事業の内容 

○○○○○○○○○○○○ 

ｂ） 補助金等交付財産を所管する府省の名称及び当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の

名称 

所管府省：○○省 

制度名：○○事業費 

補助年度：平成○○年度 

ｃ） 上記ｂ）に係る補助金等交付財産の現状 

財産名：○○ 

所在地：○○県○○市○○ 

取得年月日：平成○○年○月○日 

供用開始年月日：平成○○年○月○日 

取得価格：○○千円 

国庫負担金額○○千円          等 

ｄ） 転用の必要性 

○○○○○○○○○○○○ 

ｅ） 転用に係る事業の実施主体 

（株）○○○○○○○○  

特区内において○○を業とする株式会社 

特区内において○○を行う特定非営利活動法人 等 

注１）「特区内において○○を業とする株式会社」のように、実施主体を特定せず、包括的に記載することも可能です。 

注２）「（株）○○」のように、特定の実施主体を特定している場合、主体の追加は計画の変更に該当します。 
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ｆ） 転用の形態（譲渡・貸与の別、有償・無償の別） 

○○ 

注）「有償譲渡」「無償譲渡」「有償貸与」「無償貸与」のいずれかを記載。 

ｇ） 転用後の施設の目的 

○○○○○○○○○○○○ 

ｈ） その他、個別具体的の事案に応じて必要となる事項 

○○○○○○○○○○○○ 

注１）それぞれ、簡潔かつ具体的に記載してください。 

注２）本別紙に基づき、補助金等所管省庁は補助金等を所管する立場から、補助金等適正化法第 22 条における承

認の基準に照らして補助金等交付財産の転用手続きの特例に係る総合特区計画の同意の判断行うこととな

ることから、必要に応じ図面や写真を添付するなど、資料により現状がわかるようにしてください。 

注３）補助金等所管省庁が補助金等交付財産の転用手続きの特例に係る総合特区計画の同意の判断を行うのに必要

な資料は補助金等交付財産によって異なるため、補助金等所管省庁より本別紙に記載する事項の他に必要な

資料を求められることがあることにご留意ください。 

注４）補助金等交付財産の転用手続きの特例を適用する区域として、総合特区の区域内に包含される、より小さな

区域を設定する場合には、これを表示した図を添付してください（指定申請書手引き、別添４及び５等を参

照）。 
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別紙２－７ ＜金融上の支援措置（＜＜金融上の支援措置の名称＞＞）＞【（事業番号）／

（合計事業数）】 

注）本別紙は、国の金融上の支援措置（地域活性化総合特区支援利子補給金又は総合特区施設整備促進事業を除く。）

を活用する一般地域活性化事業ごとに作成してください。（国と協議が調ったもののみを記載してください。） 

その際、当該支援措置に係る一般地域活性化事業が複数ある場合には、標題右に【事業番号／合計事業数】を記載

してください。（例：当該支援措置に係る事業が３事業あり１番目の事業を示す場合は、【１／３】とする。） 

 

 

１ 一般地域活性化事業の名称 

＜＜一般地域活性化事業名＞＞（金融上の支援措置（＜＜金融上の支援措置の名称＞＞）） 

注１）総合特区計画の「４ 一般地域活性化事業の名称」と同一の名称を記載してください。 

注２）金融上の支援措置の名称は、国の制度名を記載してください。 

 

２ 一般地域活性化事業の内容 

① 事業概要  

○○○ 

  注）一般地域活性化事業の概要を記載してください。 

② 支援措置の内容 

○○○ 

  注）支援対象となる取組の具体的内容を記載してください。 

③ 事業実施主体 

○○○ 

④ 事業が行われる区域 

○○○ 

⑤ 事業の実施期間 

  平成○年度～平成○年度 

⑥ その他 

○○○  
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別紙２－８ ＜地域において講ずる措置＞ 

 注）指定申請書に掲げている「地域において講ずる措置」をもとに、記載してください。（取組の進捗に伴い、追加

しても構いません。） 

 

 

１．地域独自の税制・財政・金融上の支援措置 

 

 

２．地方公共団体の権限の範囲内での規制緩和や地域の独自ルールの設定 

 

 

３．地方公共団体等における体制の強化 

 

 

４．その他の地域の責任ある関与として講ずる措置 
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別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

① 主体が既に特定されている場合 

対象事業名 ≪○○事業≫別紙○―○関係 

名称 ○○○○ 

住所 

 

〒○○○-○○○○ 

 ○○県○○市○○ 

TEL：○○-○○○○-○○○○ 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 既に主体が特定されている場合には、主体の名称その他主体の特定に必要な

情報を記載してください。 

 

設  立：○○年○月○日 

業  種：サービス業 

業務概要：○○○○○○ 

     △△△△△△ 

     ×××××× 

 

 

注１）「名称」欄には、対象となる法人名又は個人名を記載してください。 

注２）「住所」欄には、対象が法人である場合には本店の所在地、個人の場合には事業を実施する場所を記載してくだ

さい。  
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② 主体が特定されていない場合 

対象事業名 ≪○○事業≫別紙○―○関係 

これまでの調整状況 〇年△月 ○○市特区構想検討委員会設置 

〇年○月 △△関係事業者（○社）への意向調査 

△社が参加意向を示す。 

△年△月 同検討委員会提言 

      △△事業の事業者については、コンペで選定すべきことが提言さ

れた。 

特定する方法 国内及び国外の△△関係事業者を対象に、コンペを実施する。 

 コンペの選定委員会委員 

  ○○（役職：委員長）、△△（役職）、××（役職）・・・ 

 予算：○○円 

今後の予定 〇年△月～○月 コンペ参加募集 

〇年○月～○月 提案受付 

○年×月    選定委員会、審査結果の公表 

  ⇒主体の特定 

△年△月    事業開始 
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別添４ 関係地方公共団体等の意見の概要 

関係地方公共団体又は

実施主体名 

○○県 

当該地方公共団体が関

係すると判断する理由 

隣接県であり、○○に関する規制を緩和することの影響が大きいと考えられ

るため 

意見を聴いた日 平成○年○月○日 

（書面等により意見を聴いた場合には、意見聴取先から意見の提出があった

日） 

意見聴取の方法 聞き取り 

意見の概要 １．○○規制の緩和に際しては、○○○○といった弊害が考えられる。それ

を予防するような措置を併せて提案して欲しい。 

２． 

・・・・・ 

 

※書面等により意見を聴いた場合には、意見聴取先から提出があった書面を

別紙で提出頂いても結構です。 

 

 

意見に対する対応 １．については、意見を踏まえ、代替措置に関する記載を計画に追加した。

２． 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

注）意見を聴いた関係地方公共団体又は実施主体ごとに作成してください。 
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別添５ 総合特別区域計画の作成についての提案書 

 

 

国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案書 

 

年  月  日

 

○○市長 

 ○○ ○○ 殿 

 

提案者の肩書き・氏名       印

注 氏名の記載を自署で行う場合には、

押印を省略することができます。

総合特別区域法第12条第5項の規定に基づき、別添の通り、総合特別区域法第12条第1項の規定に

基づく国際戦略総合特別区域計画の作成について提案します。 

 

 

 

地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案書 

 

年  月  日

 

○○市長 

 ○○ ○○ 殿 

 

提案者の肩書き・氏名       印

注 氏名の記載を自署で行う場合には、

押印を省略することができます。

総合特別区域法第35条第5項の規定に基づき、別添の通り、総合特別区域法第第35条第1項の規定

に基づく地域活性化総合特別区域計画の作成について提案します。 
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別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 ○○○○○○○○○○○○協議会 

地域協議会の設置日 平成○年○月○日 

地域協議会の構成員 ○○県 

○○市 

○○○商工会議所 

（株）○○○○ 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

・・・・・ 

※別紙で添付頂いても結構です。 

協議を行った日 （第○回） 

平成○年○月○日 協議会を開催 

（第○回） 

平成○年○月○日 持ち回りで協議 

※持ち回りの場合は、最終的な了解が得られた日を記載してください。 

協議会の意見の概要 （第○回） 

１．○○事業については、○○だけではなく、△△も実施する方が地域活性

化のために効果的 

２．○○については、○○の規制だけではなく、△△の規制も問題となって

いる。提案に追加するべき 

・・・・・ 

（第○回） 

 

※別紙で添付頂いても結構です。 

意見に対する対応 １．については、意見を踏まえ、計画に追加した。 

２．については、意見を踏まえ、新たに規制の特例措置等の提案を行うとと

もに、計画に追加した。 

・・・・・ 

 

※別紙で添付頂いても結構です。 
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各論 

（規制の特例措置） 
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（別紙） 

番号 観光 A001 特定事業名 国際戦略総合特別区域通訳案内士育成等事業 

根拠条文 法第 20 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 通訳案内士法（昭和 24 年法律第 210 号） 

現行規定 

 通訳案内士試験に合格し、通訳案内士として登録されたものでなければ、報酬を得て、通訳案内を業

として行ってはならない。 

 

１． 特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

通訳案内士法上、外国人に対し、外国語で、有料で、旅行に関する案内を業として行う場合には、

通訳案内士試験に合格し、通訳案内士の資格を取得することが必要であるところ、本法における通訳案

内士法の特例により、総合特区の区域内において、通訳案内士以外の者であって特区自治体による研修

を経た者（特区ガイド）による有償ガイド行為を可能とするものである。 

 

② 概要 

 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域通訳案内士の育成、確保及び活用を図る事業を実施でき

る。国際戦略総合特別区域通訳案内士とは、指定地方公共団体が行う国際戦略総合特別区域の特性に応

じた通訳案内に関する研修を修了し登録を受けた者であり、国際戦略総合特別区域において、報酬を得

て、外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内を行うことができる。 

 

２． 基本方針の記載内容の解説 

近時、訪日外国人をめぐる環境は大きく変化しており、具体的には、①中国、韓国等近隣アジア諸国

からの旅行者の増加、②日本の文化や自然をミニツアー等で体験する旅行者の増加、③地方部への旅行

者の増加、などの変化が見られている。しかしながら、通訳案内士の絶対数が不足するとともに、訪日

外国人が求める新しいニーズには十分に対応しきれていないのが現状である。 

そのため、指定地方公共団体は、指定地方公共団体が行う国際戦略総合特別区域の特性に応じた通訳

案内に関する研修を修了し登録を受けた国際戦略総合特別区域通訳案内士の育成、確保及び活用を図る

事業を実施することにより、国際戦略総合特別区域通訳案内士が報酬を得て、外国人に付き添い、外国

語を用いて旅行に関する案内を行うこととするものである。 

そこで、具体的には 

・ 通訳案内士（地域限定通訳案内士を含む。）の数が不足しているなど通訳案内士を補完することが必

要な地域であること 

・ 指定地方公共団体が行う研修の内容及びカリキュラムが国際戦略総合特別区域通訳案内士の資質を
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確保する上で適切であること 

・ 休日を含め国際戦略総合特別区域通訳案内士が円滑に確保・活用できると見込まれること等、通訳案

内士制度に対する信頼を確保しつつ適切かつ確実に実施されること 

が認められる場合に、本事業を行うことができることとするものである。 

 

３． 計画の認定に必要な記載事項等 

① 必要な記載事項 

・特区申請地域において、必要とされる通訳案内士（地域限定通訳案内士を含む。）の数が不足して

いること 

・指定地方公共団体が行う研修の詳細な内容及びカリキュラム、修了時の効果測定方法 

・顧客の求める日時に応じて国際戦略総合特別区域通訳案内士を常時手配できる方法 

・通訳案内士制度と国際戦略総合特別区域通訳案内士制度とは別の制度であることの周知に係る方  

 法 

・研修受験者が将来的に通訳案内士になることを奨励する方法 

 

② 計画に添付すべき書類等 

・３①が把握できる資料 

 

③ 上記に関し留意すべき事項 

・提出時点で把握し得る最新のデータに基づいて資料を作成すること 

・事業実施に関係する者・団体と十分に調整を行うこと 

・専門家等の意見を聴取している場合にはその旨記載すること 
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（別紙） 

番号 国交Ａ001 特定事業名 国際戦略建築物整備事業 

根拠条文 法第 21 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 48 条 

現行規定 

建築基準法第 48 条及び別表第２においては、都市計画で指定される用途地域に応じて建築できる用

途の建築物等を規定しているが、第 48 条第１項から第 12 項までのただし書において、特定行政庁の許

可（例外許可）を受ければ、各用途地域で制限されている用途の建築物を建築することができる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

国際競争力の強化の観点から、都市計画として定められている用途地域における用途制限を緩和する

こととする。ただし、当該緩和内容については、当該用途地域の指定の目的を妨げないものであること

とする。 

② 概要 

国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めた国際戦略総合特区計画につい

て内閣総理大臣の認定を受けた場合には、特定行政庁が当該建築物の整備に関する基本方針への適合を

認めて許可することにより、用途制限の緩和を行うことができる。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

例えば、都市計画で指定される工業地域及び工業専用地域においては、建築基準法上は、ホテル又は

旅館等の建築は認められないが、あらかじめ、これら用途地域の指定の目的に反しない内容のものとし

て「工業の振興と工場見学などの産業観光の一体的な促進に資する建築物の建築を誘導する」という建

築物の整備に関する基本方針が国際戦略総合特区計画に定められている場合には、特定行政庁はホテル

等の建築物について当該建築物の整備に関する基本方針に適合することを認めて許可することが可能と

なる。なお、許可の手続については建築基準法第 48 条に基づいて行われたい。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

① 必要な記載事項 

国際戦略建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針、当該事業を行う区域の用途地域及び

当該基本方針に基づいて建築する建築物の用途 

 

② 計画に添付すべき書類等 

特になし 
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③ 上記に関し留意すべき事項 

特になし 
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（別紙） 

番号 国交Ａ002 特定事業名 国際戦略建築物整備事業 

根拠条文 法第 22 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 49 条第２項 

現行規定 

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合にお

いては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第 48 条第１項から第 12 項までの規定による

建築物の用途制限を緩和することができる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

①趣旨 

国際競争力の強化の観点から、総合特区法における内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築基準

法上の大臣承認の手続きを不要とする。 

 

②概要 

建築基準法第 49 条第２項の規定に基づく条例で定めようとする建築物の用途制限の緩和の内容を定

めた国際戦略総合特別区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該認定を同法第 49

条第２項の承認と見なして、建築基準法上の大臣承認の手続きを不要とする。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

特別用途地区内において、条例で、建築基準法第 48 条第１項から第 12 項までの規定による建築物の

用途制限を緩和しようとする場合には、あらかじめ特別用途地区を都市計画決定する必要がある。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

①必要な記載事項 

制限の緩和の内容（条例（案）等） 

 

②計画に添付すべき書類等 

１ 特別用途地区条例によって、建築基準法の規定を緩和すべき理由を記した理由書 

２ 参考資料 

 

③上記に関し留意すべき事項 

参考資料については昭和 48年住街発第 35号「特別用途地区条例の建設大臣承認申請の書類について」

を参照されたい。  
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（別紙） 

番号 国交 A003 特定事業名 工場等新増設促進事業 

根拠条文 法第 23 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 工場立地法（昭和 34 年法律第 24 号）第４条第１項、第４条の２第１項、企業立地の促進等による地

域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号。以下「地域産業集積形成

法」という。）第 10 条第１項、第 11 条第１項 

 

現行規定 

 工場立地法第４条の規定に基づき、国は一定規模以上の製造業等に係る工場又は事業場（特定工場）

が工場立地を行う際に遵守すべき生産施設面積率、緑地面積率及び環境施設面積率等についての準則を

公表するものとする。 

また、同法第４条の２第１項の規定に基づき、都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、国により公

表された準則によるよりも他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるとき

は、その区域における緑地面積率等について、国の基準の範囲内で、条例で、公表された準則に代えて

適用すべき準則を定めることができる。 

さらに、同法の特例措置として、地域産業集積形成法第 10 条の規定に基づき、同法に規定する一定の

条件を満たす市町村は、緑地面積率等について、条例で、国の基準の範囲内において、工場立地法の規

定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

大都市周辺地域では、工場立地法が現行の規制体系を導入した昭和 48 年以前に建設された、規制基

準をそもそも満たしていない立地法工場等が多い。こうした工場等では、現行の工場立地法又は地域

産業集積形成法の規定に基づき設定されている緑地面積率等の規制により、工場等の新設・増設が抑

制されており、工場等の新規投資の促進により我が国の産業の国際競争力強化を図ろうとする取組を

進める上での障害となっている。 

このため、国の産業の国際競争力の強化の観点から国際戦略総合特別区域において認定地方公共団

体が現行の規制の基準を緩和することができる環境を整備する必要がある。 

 

② 概要 

指定地方公共団体が、特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めた国際戦略総合特別区域

計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた指定地方公共団体（市町村に

限る）は、緑地面積率等について、条例で、現行制度（工場立地法及び地域産業集積形成法）の下で定

められている準則に代えて適用すべき準則を定めることができるものとする。 
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２．基本方針の記載内容の解説 

工場立地法の緑地面積率等に係る規制は、人の生命又は身体の安全の確保を保護法益とするものでは

ない。従って、規制緩和の要請と環境保全とのバランスが十分に担保できれば、産業の国際競争力の強

化という総合特区法の法益を実現する観点からこれを緩和することは許容されるものと考えられる。 

この点、今回の措置では、①住民参加を前提とした自治体の条例制定プロセスを経る必要がある、②

特区計画の認定の際の内閣総理大臣による同意プロセスにより特例措置の活用についてのチェックが可

能である、ことから規制緩和の要請と環境保全とのバランスは担保されると考えられる。 

そこで、工場立地法の趣旨も踏まえた、最低限の環境の保全を図りつつ工場立地が適正に行われるこ

とが見込まれる計画であって、その計画が内閣総理大臣による国際戦略総合特別区域計画の認定を受

けた指定地方公共団体は、各自治体の条例で、当該計画の区域内において適用できる緑地面積率等に

ついて、国が公表する準則や都道府県等が定める準則に代えて適用することができる準則を設定でき

るものとしている。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

① 必要な記載事項 

工場立地を環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするという工場立地法の趣旨も踏まえた緑地

面積率及び環境施設面積率を定めた計画を示すこと。 

なお、条例の策定にあたっては、現行制度（工場立地法及び地域産業集積形成法）の下で定められて

いる準則（以下「地域準則等」）に代えて、適用すべき準則を定めるものであり、地域準則等に規定され

ていない事項や工場立地法の趣旨を逸脱した条例を策定することはできない。 

例えば、工場立地法では工場と地域の調和を目的に緑地を設置することを義務付けているため、緑地

面積率を０％にするという計画は認められない。 

 

② 計画に添付すべき書類等 

緩和の内容（条例（案）等） 

 

③ 上記に関し留意すべき事項 

特になし。 
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（別紙） 

番号 観光 B001 特定事業名 地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業 

根拠条文 法第 43 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 通訳案内士法（昭和 24 年法律第 210 号） 

現行規定 

 通訳案内士試験に合格し、通訳案内士として登録されたものでなければ、報酬を得て、通訳案内を業

として行ってはならない。 

 

１． 特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

通訳案内士法上、外国人に対し、外国語で、有料で、旅行に関する案内を業として行う場合には、

通訳案内士試験に合格し、通訳案内士の資格を取得することが必要であるところ、本法における通訳案

内士法の特例により、総合特区の区域内において、通訳案内士以外の者であって特区自治体による研修

を経た者（特区ガイド）による有償ガイド行為を可能とするものである。 

 

② 概要 

 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域通訳案内士の育成、確保及び活用を図る事業を実施で

きる。地域活性化総合特別区域通訳案内士とは、指定地方公共団体が行う地域活性化総合特別区域の特

性に応じた通訳案内に関する研修を修了し登録を受けた者であり、地域活性化総合特別区域において、

報酬を得て、外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内を行うことができる。 

 

２． 基本方針の記載内容の解説 

近時、訪日外国人をめぐる環境は大きく変化しており、具体的には、①中国、韓国等近隣アジア諸国

からの旅行者の増加、②日本の文化や自然をミニツアー等で体験する旅行者の増加、③地方部への旅行

者の増加、などの変化が見られている。しかしながら、通訳案内士の絶対数が不足するとともに、訪日

外国人が求める新しいニーズには十分に対応しきれていないのが現状である。 

そのため、指定地方公共団体は、指定地方公共団体が行う地域活性化総合特別区域の特性に応じた通

訳案内に関する研修を修了し登録を受けた地域活性化総合特別区域通訳案内士の育成、確保及び活用を

図る事業を実施することにより、地域活性化総合特別区域通訳案内士が報酬を得て、外国人に付き添い、

外国語を用いて旅行に関する案内を行うこととするものである。 

 

そこで、具体的には 

・ 通訳案内士（地域限定通訳案内士を含む。）の数が不足しているなど通訳案内士を補完すること

が必要な地域であること 
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・ 指定地方公共団体が行う研修の内容及びカリキュラムが地域活性化総合特別区域通訳案内士の

資質を確保する上で適切であること 

・ 休日を含め地域活性化総合特別区域通訳案内士が円滑に確保・活用できると見込まれること等、

通訳案内士制度に対する信頼を確保しつつ適切かつ確実に実施されること 

が認められる場合に、本事業を行うことができることとするものである。 

 

３． 計画の認定に必要な記載事項等 

① 必要な記載事項 

・特区申請地域において、必要とされる通訳案内士（地域限定通訳案内士を含む。）の数が不足して

いること 

・指定地方公共団体が行う研修の詳細な内容及びカリキュラム、修了時の効果測定方法 

・顧客の求める日時に応じて地域活性化総合特別区域通訳案内士を常時手配できる方法 

・通訳案内士制度と地域活性化総合特別区域通訳案内士制度とは別の制度であることの周知に係る

方法 

・研修受験者が将来的に通訳案内士になることを奨励する方法 

 

② 計画に添付すべき書類等 

・３①が把握できる資料 

 

③ 上記に関し留意すべき事項 

・提出時点で把握し得る最新のデータに基づいて資料を作成すること 

・事業実施に関係する者・団体と十分に調整を行うこと 

・専門家等の意見を聴取している場合にはその旨記載すること 

 

なお、①に関して不明な場合には、政府の担当部局にご相談下さい。 
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（別紙） 

番号 国交Ｂ001 特定事業名 地域活性化建築物整備事業 

根拠条文 法第 44 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 48 条 

現行規定 

建築基準法第 48 条及び別表第２においては、都市計画で指定される用途地域に応じて建築できる用

途の建築物等を規定しているが、第 48 条第１項から第 12 項までのただし書において、特定行政庁の許

可（例外許可）を受ければ、各用途地域で制限されている用途の建築物を建築することができる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

①趣旨 

地域活性化の観点から、都市計画として定められている用途地域における用途制限を緩和することと

する。ただし、当該緩和内容については、当該用途地域の指定の目的を妨げないものであることとする。 

 

②概要 

地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めた地域活性化総合特区計画に

ついて内閣総理大臣の認定を受けた場合には、特定行政庁が当該建築物の整備に関する基本方針への適

合を認めて許可することにより、用途制限の緩和を行うことができる。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

例えば、都市計画で指定される住居系地域においては、建築基準法上は、原則として工場の建築は認

められないが、あらかじめ、これら用途地域の指定の目的に反しない内容のものとして「職住一体の推

進のため、地場産業である水産加工産業の振興に資する建築物の建築を誘導する」という建築物の整備

に関する基本方針が地域活性化総合特区計画に定められている場合には、特定行政庁は水産加工工場等

の建築物について当該建築物の整備に関する基本方針に適合することを認めて許可することが可能とな

る。なお、許可の手続については建築基準法第 48 条に基づいて行われたい。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

①必要な記載事項 

地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針、当該事業を行う区域の用途地域及

び当該基本方針に基づいて建築する建築物の用途 

 

②計画に添付すべき書類等 

特になし 
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③上記に関し留意すべき事項 

特になし  
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（別紙） 

番号 国交Ｂ002 特定事業名 地域活性化建築物整備事業 

根拠条文 法第 45 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 49 条第２項 

現行規定 

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合にお

いては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法第 48 条第１項から第 12 項までの規定による

建築物の用途制限を緩和することができる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

①趣旨 

地域活性化の観点から、総合特区法における内閣総理大臣の認定を受けた場合には、建築基準法上の

大臣承認の手続きを不要とする。 

 

②概要 

建築基準法第 49 条第２項の規定に基づく条例で定めようとする建築物の用途制限の緩和の内容を定

めた地域活性化総合特別区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該認定を同法第 49

条第２項の承認と見なして、建築基準法上の大臣承認の手続きを不要とする。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

特別用途地区内において、条例で、建築基準法第 48 条第１項から第 12 項までの規定による建築物の

用途制限を緩和しようとする場合には、あらかじめ特別用途地区を都市計画決定する必要がある。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

①必要な記載事項 

制限の緩和の内容（条例（案）等） 

 

②計画に添付すべき書類等 

１ 特別用途地区条例によって、建築基準法の規定を緩和すべき理由を記した理由書 

２ 参考資料 

 

③上記に関し留意すべき事項 

参考資料については昭和48年住街発第35号「特別用途地区条例の建設大臣承認申請の書類について」

を参照されたい。 
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（別紙） 

番号 財務Ｂ001 特定事業名 特定農業者特定酒類製造事業 

根拠条文 法第 46 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 酒税法（昭和 28 年法律第６号）第７条第２項 

現行規定 

 酒類の製造免許は、免許を受けた後１年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に

掲げる数量に達しない場合には、受けることができない。 

１ 清酒 60 キロリットル 

２ 合成清酒 60 キロリットル 

３ 連続式蒸留しようちゆう 60 キロリットル 

４ 単式蒸留しようちゆう 10 キロリットル 

５ みりん 10 キロリットル 

６ ビール 60 キロリットル 

７ 果実酒 ６キロリットル 

８ 甘味果実酒 ６キロリットル 

９ ウイスキー ６キロリットル 

10 ブランデー ６キロリットル 

11 原料用アルコール ６キロリットル 

12 発泡酒 ６キロリットル 

13 その他の醸造酒 ６キロリットル 

14 スピリッツ ６キロリットル 

15 リキュール ６キロリットル 

16 粉末酒 ６キロリットル 

17 雑酒 ６キロリットル 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

 都市と農村の活性化に資するよう、農家民宿や農園レストラン等を営む農業者が、自ら生産した果実

又は米を原料として一定の果実酒又はその他の醸造酒（特定酒類）を製造する場合には、酒類の製造免

許に係る裁定製造数量基準を適用しないこととするものです。 

 

② 概要 

指定地方公共団体が、特区内において農家民宿等を営む農業者（特定農業者）が当該特区内に所在す

る自己の酒類の製造場において自ら生産した果実又は米を原料として特定酒類を製造する事業を定めた



総合特区計画認定申請の手引き 

  52  

特区計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、本事業の実施主体として

認定された特定農業者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において特定酒類を製造するため、

果実酒又はその他の醸造酒の製造免許を申請した場合には、酒税法第７条第２項（最低製造数量基準（年

間６キロリットル））の規定は、適用しないこととされます。 

なお、果実酒又はその他の醸造酒の製造免許を受けた者は、酒税法の規定に基づき、酒税額等の申告、

納税及び酒類の製造、移出等に関する記帳等を行う必要があります。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

○ 「特定農業者」とは、いわゆる農家民宿（農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する

法律に規定する農林漁業体験民宿業）や農園レストラン等、酒類を自己の営業場において飲用に供す

る業（旅館、料理飲食店等）を営む農業者をいいます。 

また、特区計画において、特定農業者に該当する者が、本事業の実施主体とされていることが必要

です。 

○ 「特定酒類」とは、次の酒類をいいます。 

(1) 酒税法第３条第 13 号（ニを除きます。）に規定する果実酒（自ら生産した果実（注１）以外の果

実を原料としたものを除きます。） 

(2) 酒税法第３条第 19 号に規定するその他の醸造酒で次のもの 

① 米（自ら生産した米（注１）に限ります。②において同じ。）、米こうじ及び水を原料として発

酵させたもので、こさないもの 

② 米、水及び麦その他一定の物品（注２）を原料として発酵させたもので、こさないもの 

（注１）自ら生産した果実に準ずるものとして、次のものも含まれます（自ら生産した米についても

同様です。）。 

①  財務省関係総合特別区域法施行規則に規定する農業経営者の同居親族等又は農業生産法人

の組合員等で、当該農業経営者又は当該農業生産法人の果実の生産に従事する者（当該生産に

従事する者であることについて当該農業経営者又は当該農業生産法人の確認を受けた者に限り

ます。）の場合は、当該農業経営者又は当該農業生産法人が生産した当該果実 

② 災害等により自ら生産した果実（①の場合は、農業経営者又は農業生産法人が生産した果実

を含みます。以下同じ。）を原料として酒類を製造することができなくなった場合（当該災害等

により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき指定地方公共団体の長から証明（※）を受

けた場合に限ります。）は、特区内において生産された当該果実（災害等により特区内において

生産された当該果実を酒類の原料とすることができなくなったことにつき指定地方公共団体の

長から証明（※）を受けた場合には、特区外の地域において生産された当該果実を含みます。） 

（※）税務署長が指定地方公共団体の長に対して証明事項の確認を求めることがありますので、

御協力ください。 
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（注２）麦その他の穀類（米を除きます。）、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒か

す 

○ 本特例措置の適用を受けて果実酒の製造免許を受けた者が製造した上記(1)の酒類は、当該果実酒の

製造免許を受けた者が特区内に所在する自己の営業場又は製造場（当該製造免許を受けた製造場に限

ります。）において飲用に供する場合を除き、販売することはできません。 

この「販売」とは、対価を得て行われる譲渡をいうものであり、無償による譲渡はこれに含まれま

せん。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

 指定地方公共団体が特区に認定されることで、特区内であれば製造免許を受けなくても特定酒類を製

造できるといった誤認による違反事例の発生等を防止する観点から、特区に認定された指定地方公共団

体は、制度内容の広報等を積極的に行うようお願いします。 

また、果実酒又はその他の醸造酒の製造免許を受けた特定農業者が、酒税法の規定（酒税額等の申告・

納付及び酒類の製造・移出等に関する記帳等）に違反すると、罰則の対象となり、製造免許が取り消さ

れることもありますので、指定地方公共団体は、特定農業者が酒税法違反とならないよう留意してくだ

さい。 

① 必要な記載事項 

特になし。 

 

② 計画に添付すべき書類等 

特になし。 

 

③ 上記に関し留意すべき事項 

特になし。 
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（別紙） 

番号 財務Ｂ002 特定事業名 特産酒類製造事業 

根拠条文 法第 47 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 酒税法（昭和 28 年法律第６号）第７条第２項 

現行規定 

 酒類の製造免許は、免許を受けた後１年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に

掲げる数量に達しない場合には、受けることができない。 

１ 清酒 60 キロリットル 

２ 合成清酒 60 キロリットル 

３ 連続式蒸留しようちゆう 60 キロリットル 

４ 単式蒸留しようちゆう 10 キロリットル 

５ みりん 10 キロリットル 

６ ビール 60 キロリットル 

７ 果実酒 ６キロリットル 

８ 甘味果実酒 ６キロリットル 

９ ウイスキー ６キロリットル 

10 ブランデー ６キロリットル 

11 原料用アルコール ６キロリットル 

12 発泡酒 ６キロリットル 

13 その他の醸造酒 ６キロリットル 

14 スピリッツ ６キロリットル 

15 リキュール ６キロリットル 

16 粉末酒 ６キロリットル 

17 雑酒 ６キロリットル 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

 地域ブランドの果実種等の販売を通じて、交流人口の拡大や地域農産物の利用拡大に資するよう、地

域の特産物を原料とした果実酒又はリキュール（特産酒類）を製造しようとする者が果実酒又はリキュ

ールの製造免許を申請した場合には、酒類の製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げることとする

ものです。 

 

② 概要 

指定地方公共団体が、特区内において生産される地域の特産物である農産物を用いた特産酒類を製造
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する事業を定めた特区計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、本事業

の実施主体として認定された者が、当該特区内に所在する自己の酒類の製造場において特産酒類を製造

するため、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合には、酒税法第７条第２項（最低製造数量

基準（年間６キロリットル））の規定は、果実酒にあっては２キロリットルと、リキュールにあっては１

キロリットルとすることとされます。 

なお、果実酒又はリキュールの製造免許を受けた者は、酒税法の規定に基づき、酒税額等の申告、納

税及び酒類の製造、移出等に関する記帳等を行う必要があります。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

○ 「特産酒類」とは、次の酒類をいいます。 

(1) 酒税法第３条第 13 号（ニを除きます。）に規定する果実酒（指定地方公共団体の長が地域の特産

物として指定した果実（注）で特区内において生産されたもの以外の果実を原料としたものを除き

ます。） 

(2) 酒税法第３条第 21 号に規定するリキュールで次のもの 

① 他の製造場において製造された酒類及び農産物（指定地方公共団体の長が地域の特産物として指

定したもので特区内において生産されたものに限ります。）を原料としたもの 

② ①の酒類及び農産物並びに他の物品（酒類及び農産物を除きます。） 

を原料としたもの 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

指定地方公共団体が特区に認定されることで、特区内であれば製造免許を受けなくても特産酒類を製

造できるといった誤認による違反事例の発生等を防止する観点から、特区に認定された指定地方公共団

体は、制度内容の広報等を積極的に行うようお願いします。 

また、果実酒又はリキュールの製造免許を受けた者が、酒税法の規定（酒税額等の申告・納付及び酒

類の製造・移出等に関する記帳等）に違反すると、罰則の対象となり、製造免許が取り消されることも

ありますので、指定地方公共団体は、製造者が酒税法違反とならないよう留意してください。 

①必要な記載事項 

指定地方公共団体の長が地域の特産物として指定した旨、特区計画に「規制の特例措置の内容」とし

て記載してください。 

 

②計画に添付すべき書類等 

 特になし。 

 

③上記に関し留意すべき事項 

 特になし。 
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（別紙） 

番号 厚労 B001 特定事業名 民間事業者特別養護老人ホーム設置事業 

根拠条文 総合特別区域法第 48 条 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条第１項及び第３項から第５項まで 

現行規定 

 老人福祉法において、特別養護老人ホームの設置主体を地方公共団体及び社会福祉法人等に限定して

いる。 

 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

  現在、都市部を中心に特別養護老人ホームへの入所希望者が増加している状況にあり、真に入所の

必要性がある方の数を正確に見込んだ上で、このような状況に適切に対応していくことが求められて

います。このため、特別養護老人ホームの整備量が必要入所定員総数に達していない老人保健福祉圏

域において、特区計画が認定された場合、自治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人ホー

ムの経営を認めることにより、多様なサービス提供主体によって、地域の介護ニーズを充足すること

を可能とするものです。 

 

② 概要 

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「ＰＦＩ法」という。）に基

づく選定事業者である法人は、特区内の特別養護老人ホーム不足区域（※１）において、厚生労働省

令（※２）の定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて、特別養護老人ホームを設置する

ことができます。 

※１ 特別養護老人ホーム不足区域とは、特別養護老人ホームの入所定員総数が、都道府県の老人福祉

計画における特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回る老人保健福祉圏域が含まれる区域

をいう。（以下同じ。） 

※２ 当該構造改革特別区域内の特別養護老人ホーム不足区域において特別養護老人ホームの設置の

認可を受けようとするＰＦＩ法に基づく選定事業者である法人は、施設の名称及び所在地、入所

定員や資産の状況等を記載した申請書等を、施設を設置しようとする地の都道府県知事等に提出

しなければならない。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

○  都道府県老人福祉計画において定める特別養護老人ホームの必要入所定員総数について 

・ 都道府県老人福祉計画は、３年ごとに策定される都道府県介護保険事業支援計画と一体的に

作成されるものであり、当該計画に定められる特別養護老人ホームの必要入所定員総数とは、
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当該計画の目標年度における必要入所定員総数である。 

したがって、特別養護老人ホームの入所定員総数が、都道府県老人福祉計画において定める

特別養護老人ホームの必要入所定員総数を下回るかどうかの判断に当たっては、認定申請時の

特別養護老人ホーム入所定員総数と平成24年度から始まる第５期介護保険事業支援計画を踏ま

えた都道府県老人福祉計画の目標年度（平成26年度）における特別養護老人ホームの必要入所

定員総数を比較し、判断することになります。 

 

３．計画の認定に必要な記載事項等 

① 必要な記載事項 

○ 当該特例について、特区計画に特に記載すべき事項は次のとおりです。 

・  特区計画の別紙「５ 当該規制の特例措置の内容」の欄に、特区の全部又は一部が特別養護

老人ホーム不足区域であることがわかるように記載すること。 

 

② 計画に添付すべき書類等 

○  当該特例に係る認可を受けようとする選定事業者は、施設を設置しようとする地の都道府県知

事（指定都市市長又は中核市市長）に以下のものを提出してください。 

・ 老人福祉法施行規則第２条第１項各号（第４号及び第８号を除く）に規定する事項及び資産

の状況を記載した申請書。 

・ 老人福祉法施行規則第３条第２項各号に規定する書類及び総合特別区域法第48条第２項各号

に規定する基準によって、当該申請を審査するために都道府県知事等が必要と認める書類。 

 

③ 上記に関し留意すべき事項 

特になし 
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（別紙） 

番号 国交Ｂ003 特定事業名 特定水力発電事業 

根拠条文 法第 49 条から第 52 条まで関係 措置区分 法律 

特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 

・河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 35 条第１項、第 36 条第１項から第４項、第 38 条及び第 79 条 

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について（平成６年９月 30 日

付河川局長通達） 

・電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 103 条第１項 

現行規定 

【河川法】 

国土交通大臣は、水利使用に関し、河川法第 23 条、第 24 条又は第 26 条第１項の規定による許可（以

下「河川法第 23 条等の許可」という。）の申請があった場合において、その申請に対する処分をしよう

とするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。（第 35 条第１項） 

国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の水利使用に関し河川法第 23

条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、関係都道府県

知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。（第 36 条第１項～第４項） 

河川管理者は、水利使用に関し河川法第 23条又は第 26条第１項の許可の申請があった場合においては、

当該申請が却下すべきものである場合を除き、関係河川使用者に通知しなければならない。（第 38 条）

都道府県知事は、一級河川又は二級河川の水利使用に関し、河川法第 23 条等の許可の申請があった場

合において、その申請に対する処分をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受け、又は国土交通

大臣に協議してその同意を得なければならない。（第 79 条） 

【行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について（平成６年９月 30 日付

河川局長通達）】 

水利使用に関する処分に係る標準処理期間については、国土交通大臣が行うものにあっては 10 ヶ月と

し、各地方整備局長が行うものにあっては５ヶ月を目安とすること。 

【電気事業法】 

都道府県知事又は指定都市の長は、河川法第 23 条等の許可の申請があった場合において、その申請が

発電水力の利用のためのものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見

を求めなければならない。 

１．特例を設ける趣旨及び概要 

① 趣旨 

 地方公共団体が中心となって、かんがい等のために水利使用に従属する水力発電のための水利使用を

行うことを通じて、地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するという法の目的を実現す

るため、治水上の影響や新たな環境負荷が少ない既存の河川法第 23 条等の許可を受けた水利使用のため

に取水された流水のみを利用する発電のための水利使用を対象に、手続の簡素化等を図るものとする。 
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② 概要 

 指定地方公共団体が、特定地域活性化事業として、法第 49 条に規定する特定水力発電事業を定めた地

域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認

定の日以後は、当該特定水力発電事業について、以下の特例等の規定を適用する。 

1. 国土交通大臣は、一級河川の特定水力発電事業に係る水利使用に関し河川法第 23 条等の許可の

申請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第 35 条第１

項の規定にかかわらず、同項に規定する関係行政機関の長に協議することを要しない。 

2. 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用

に関し河川法第 23 条等の許可の申請があった場合において、その申請に対する処分をしようと

するときは、同法第 36 条第１項から第４項までの規定にかかわらず、法第 42 条に規定する地

域協議会を構成する都道府県知事又は市町村長の意見を聴くことを要しない。 

3. 河川管理者は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第 23 条又は第 26 条第

１項の許可の申請があったときは、同法第 38 条の規定にかかわらず、地域協議会を構成する者

であって当該地域協議会において当該特定発電水利使用に係る特定水利使用計画について同意

したものに対しては、同条に規定する通知をすることを要しない。 

4. 都道府県知事は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第 23 条等の許可の申

請があった場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、河川法第 79 条の規定

にかかわらず、国土交通大臣の認可を受け、又は国土交通大臣に協議してその同意を得ること

を要しない。 

5. 都道府県知事又は指定都市の長は、一級河川又は二級河川の特定発電水利使用に関し河川法第

23 条等の許可の申請があったときは、電気事業法第 103 条第１項の規定にかかわらず、意見を

付して経済産業大臣に報告し、及びその意見を求めることを要しない。 

6. 河川管理者は、水利使用に関する河川法第 23 条等の許可の申請に係る標準処理期間を定めると

きは、特定発電水利使用に係る標準処理期間について、他の水利使用に係る標準処理期間に比

して相当程度短い期間を定めるものとする。 

 

２．基本方針の記載内容の解説 

・ 本特例措置は、水利使用に関し、河川法及び電気事業法において必要とされる手続について、

認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に係る特定水力発電事業に係る水利使用においては、

河川法及び電気事業法の手続の簡素化を図るものです。 

・ 流水の占用許可等に係る手続については、別途必要となります。ただし、他の水利使用に係る

標準処理期間に比して相当程度短い期間により許可を得ることが可能となります。 

・ 河川敷地内に工作物を設置する場合の技術的基準については、従前と変更はありません。 

 

 



総合特区計画認定申請の手引き 

  60  

３．計画の認定に必要な記載事項等 

①必要な記載事項 

【特定水利使用計画の記載事項】 

1. 水系及び河川の名称 

2. 発電の目的及び電力の用途 

3. 最大取水量、最大使用水量及び常時使用水量、最大有効落差及び常時有効落差、最大理論水力及

び常時理論水力並びに最大出力及び常時出力 

4. 発電施設の位置及び構造 

5. 水利使用の期間 

6. 工期 

【特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項】 

1. 水系及び河川の名称 

2. 許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名） 

3. 水利使用の目的 

4. 許可水量 

5. 許可期間 

6. 取水口又は注水口の位置 

7. 許可に条件が付されている場合にあっては、当該条件 

 

②計画に添付すべき書類等 

1. 使用水量の算出の根拠を記載した図書 

2. 河川区域（河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第６条第１項（同法第 100 条第１項 において準用する場

合を含む。）に規定する河川区域をいう。以下同じ。）内の土地において工作物の新築又は改築をする

場合にあっては、河川法施行規則（昭和 40 年建設省令第７号）第 11 条第２項第１号ニに掲げる事項を

記載した図書 

3. 工作物の工事計画の概要を記載した図書（河川区域内の土地において工作物の新築又は 改築をす

る場合にあっては、河川法施行規則第 11 条第２項第２号の表法第 44 条第１項のダム以外の工作物の

新築又は改築に関する工事計画の項に掲げる図書） 

4. その他参考となるべき事項を記載した図書 

5. 地域協議会の概要（構成員、協議の内容、都道府県知事又は指定都市の長の意見） 

 

③上記に関し留意すべき事項 

特になし 
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問合せ先 

内閣官房地域活性化統合事務局 

内閣府地域活性化推進室 

E-mail : sogotoc@cas.go.jp 

℡：03-5510-2159 




